
次のとおり一般競争入札を実施します。

１ 入札に付する事項

　

２ 入札参加資格

この入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

山陽小野田市の登録

営業種目

種目　Ⅰ

種目　Ⅱ

入　札　公　告

記

納 入 期 限 令和８年（２０２６年）３月３１日（火）

物 品 番 号 第１号

物 品 名 高規格救急自動車（小野田救急１号車）

納 入 場 所 山陽小野田市高栄一丁目６番１号「小野田消防署」

令和７年６月１８日
宇部・山陽小野田消防組合　管理者　　篠　﨑　圭　二　　　　　　　

営業所等の所在地
　この公告の日までに、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア　主たる営業所（本社・本店）を山口県内に有していること。
イ　支店・営業所を宇部市内又は山陽小野田市内に有していること。

指 名 停 止

　この公告の日から当該入札に係る落札者を決定した日までの間のいずれの日において
も、宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領に基づく指名停止、及び
山陽小野田市物品の調達等入札参加資格者に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を
受けている者でないこと。

物 品 概 要 高規格救急自動車（小野田救急１号車）仕様書のとおり

　この公告の日から当該入札に係る落札者を決定した日までの間のいずれの日において
も、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に
規定する者でないこと。

宇 部 市 の 登 録   Ｍ　消防・保安具

  ７　消防用車両　　  

地方自治法施行令

営業種目   １　物品等

１　物品等

番号　１

番号　２

  ９　消防用機材

  ２　救急車両

そ の 他

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律
第145号）第39条の規定に基づく高度管理医療機器の販売業の許可証の写しを申請書と
併せて情報財政課に提出すること。

提出期限日：入札参加資格確認申請書の提出締切日（土日祝日の場合はその直前の開庁
日）午後５時までとする。



３ 契約条項を示す場所 

  宇部・山陽小野田消防局 情報財政課 

 

４ 入札説明書及び仕様書 

(1) 配布期間   令和７年６月１８日（水）～ 令和７年６月２３日（月） 

(2) 配布方法   宇部・山陽小野田消防組合ホームページからのダウンロードとする。なお、提出方法は、     

持参・ファックス・メールいずれかの方法とし、提出は２の要件に該当する者に限る。 

 

５ 入札を執行する日時および場所 

(1) 日時（予定） 令和７年７月４日（金）（予定） 時間は、「入札について（通知）」に記載 

(2) 場所     宇部・山陽小野田消防局 ３階会議室 

 

６ 入札保証金 

初度の入札書に記載する金額に１００分の１０に相当する額を加算し、その金額の１００分の５以上を入札前

に入札保証金として納付すること。ただし、宇部・山陽小野田消防組合財務規則（平成２４年規則第３５号）    

第１１６条各号に該当する場合、入札保証金の納付を免除する。 

 

７ 無効入札 

入札の心得５各号に該当する入札は、無効とする。 

 

８ 落札者の決定方法 

宇部・山陽小野田消防組合財務規則第１１９条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

９ その他 

(1) 入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類を、令和７年６月２３日（月）午後５時までに宇部・

山陽小野田消防局情報財政課に提出すること。郵送により提出する場合は日本郵便の配達証明により、同日

同時刻までに必着とすること。また、その確認結果を記載した書面を受付締切後、速やかに発送する。 

ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

(2) 申請書類の提出場所 

宇部・山陽小野田消防局情報財政課 〒７５５－００２７ 宇部市港町二丁目３番３０号 

(3) 本件に関する質問は、「物品内容質問書」（様式第２号）によりファックスにて提出すること。 

なお、回答は、物品内容質問回答表（様式第３号）により、質問者にファックスで回答する。 

ア 質問期間  令和７年６月１８日（水）～ 令和７年６月２３日（月）（土日祝日を含む。） 

午前９時～午後５時 

イ 提出先   宇部・山陽小野田消防局情報財政課（ファックス番号 ０８３６－３１－０１１９） 

(4) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者

は、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札すること。 

(5) 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、宇部・山陽小野田消防組合財務規

則第９９条各号に該当する場合、契約保証金の納付を免除する。 

(6) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を

締結しない。 

(7) 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札は無効とする。 

(8) 本件に係る契約については、組合議会の議決を要するため、落札後仮契約を締結し当該議決を経たのち本

契約を締結する。仮契約締結後、組合議会の議決までの間に落札した者が、入札参加の規格制限又は指名停

止を受けた場合は仮契約を解除する。 

(9) 詳細については、宇部・山陽小野田消防局情報財政課（電話０８３６－２１－６１１９）に問い合わせる

こと。 


